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員
河
野
太
郎
君
提
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電
所
の
輸
出
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伴
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に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

仮
に
、
我
が
国
事
業
者
が
受
注
し
た
原
子
力
発
電
施
設
の
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
建
設
コ
ス
ト
が
大
幅
に
上
回
る

事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
者
が
当
該
コ
ス
ト
の
増
加
分
を
負
担
す
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
原
子
力
発
電
施

設
の
建
設
に
係
る
契
約
の
内
容
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
尋
ね
の
「
原
発
輸
出
に
伴
う
政
府
保
証
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
は
、
ヨ
ル
ダ
ン
に
お
け
る
原
子
力
発
電
施
設
の
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
受
注

元
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
我
が
国
事
業
者
と
の
間
で
資
本
関
係
や
建
設
コ
ス
ト
等
に
関
す
る
特
別
な
契
約
関
係
を
現
在
有
し

て
お
ら
ず
、
将
来
的
に
有
す
る
こ
と
も
予
定
し
て
い
な
い
。


